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の
定
.
 

を
爲
す
^
念
妓
其
定
に
依
る
へ
じ
ミ
槌
內
部
關
係
に
關 

す
る
商
法
の
總
て
の
規
笼
に
就

S

て
然
か
云
ふ
を
得
す
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合
資
會
社
に
準
用
せ
ら
る
へ
き
商
法
访
丑
十
四
條
を
見 

る
に
.
r

#

»

>

c

s

N

i I
«)

l 
付
一 

K
>>
定
款
又
ハ
本
法 

二
別
段.

V

定
ナ
キ
ト
キ
ハ
組
合

1

關
ス
ル
民
法
ノ
規
班 

ヲ
_

ス：i

ど

あ

-
^
右

规

楚

贮

ょ

ぅ

て

民

法

の

組

合

に
 

:

關
す
る
規
定
は
定
款
^
は
商
法
に
對
し
て
補
充
㈤
®

 ̂

な
る
乙
と
を
知
る
に
足
る
も
.商
法
か
宛
款
の
補
充
的
親 

定
な
る
こ
と
は
之
を
知
る
に
由
な
き
に
非
す
や『

定
款 

又

は

本

法

』

な

る

文

旬

に

ょ

々

て

商

法

か

窠

款

，
に

對

し
 

f f
充
的
效
力
を
有
す
る
$
を
._斷
言
し
相
3
る
こ
ビ
は
其 

次
に

『

別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ
ー
紙
合
ム
關
ス
ル
民
法
ノ 

S
定
ヲ
準
用
ス

.

l
i

t
K

ふ
文
句
及
ひ
商
法
第

I

條『

商
事 

土
關
シ
本
法
^
規
定
ナ
キ
モ
ノ

 

-r

付
タ
ハ
商
慣
習
法
ヲ 

適

用

，
、>
商

慣

智

法

ナ

キ

ト

キ

->
>
民

法

ヲ

逾

用

ス

』

.
ビ

の
 

:

規
定
と
對
照
す
れ
は
蓋
し
思
半
化
過
く
る
も
の
あ
ら
ん 

，
商
法
は
合
資
#
祉(

及
合
.名
#
1|
:)

の
內
部
關
.係
'に
付 

き
て
は
多
く
は
定
款
技
讓
り
自
ら
規
定
す
る
所
の
も
の 

僅
か
に
數
條
に
丘
ま
る
ミ
離
も
與
數
條
の
大
部
分
は
何

注 ば れ  
t 合 も

§
要
；
呵
擴
も
*.
0
^
ん
て
之
か
逾
用
を
排
除
す
れ 

只
脅
社
.の
龃
織
を
龈
本
ょ
々
破
壤
す
る
の
結
果
を 

P

4
の

あ

力

誠:^
之

を

擧

け

ん

办
 

べ
鏺
五
十
九
條
第
; ®
^
!1

滌
參
«

R
於

て
« '
員

め
 

S：

分
の
讓
渡
に
牯
他
め
舭
員
匁
承
！！
*
要
す
る
苜 

:-
r
規
定
せ
る
か
此
規
定
の
猶
用
如
s g
款
に
ょ
り
て 

|

除

せ

ら

れ

ん

か

：：
社

員

姑

拾

t
株
成
會
她
K
於
け 

々
株
生
の
如
く
興
觅
代
常
教
ス
相
互
ゆ
技
倆
資
カ 

1 g
用
を
僅
礎
S
す
へ
き
锴
扔
所
顧
汍
猶
_
體
と
し.  

て
の
合
資
愈
妣
の
組
織
m

*
本
る
、

に

 

至
る
：
へ
し

、
'第
六
十
條(

第
再
十
三
條
參
掘)

狀

.
似

社

眞

の

競
 

淨

行

爲

禁

止
:1
:
_

す

る

邋

定

を

設

け

た

6
此

規

定
 

の

適

相

を

定

款

に

依

ゲ

て

排

_

し

最

初

ょ

り

競

爭
 

行
爲
は
勝
手
次
第
れ
る
へ
し
i

む
る
.
2
棘
相 

互
の
人
格
®

を
®
礎
と
す
る
人
的
幽
體
の
糈
神 

C
蕤

る

こ

.
ビ

な

き

や

.

.
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四

三

)

錄
摘
法
例
狭
批
評_

3

：ヽ
谪
法
は

.

社
.

員
.

の
：
退

難

は

關

^

^

は
內
部
關
係

$

 

節
を
異L

}
^

v
.

親

定

没

力
S

雖
も
退
社
も
亦
實 

質
に
於
て
內
部
關
係
？
見
る
へ

.

き
も
の
な

b

然
ら 

は
•

定
款
を
以
て
社
員
は
絕
對
的
に
®
社
を
爲
す
を 

得
す

V
J

定
む
る
を

#

,る
や
絶
對
的

R

除
名
を
爲
す 

を
将
すw

定
む
る
を
'#
る
や

;細
、
籁
茁
會
六
條
に
：『

备
社
眞
ー
定
款
ニ
別
段
ノ
定 

一
ナ
キ
ト
キ
ハ
#
'ft
ノ
業
，
ヴ
執
行
ス
ル
權
利
ヲ
有 

シ
義
務
ヲ
負
フ』

ぐ
し
规
定
せ
り
此
場
合
に『

宛
.款 

-

ニ
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キU

ミ
は
果
し
て
無
用
の 

:

文
句
な
5
や
何
故
：に
同
條
に

CD
み
右
の
如
き
文
句 

を
揷
入
し

/2
る
か

；
.

.

右
狀
擧
げ
れ
る
所
_

依
卜
^
合
資
會
社
の
內
部
關
係 

«

す
る
：商
法
の
^

定
か
笼
：款
ね
對
し
て
補
充
的
效
カ
を 

有
す
^

爲
す
の
®

tf

4
,脱
.露
る
鄉
溺
ね
る
%
.
^
,る
/

::
L
 

ほ
猶
ん
^

批
評
噂
目
的
れ
る
：第
五
十
八
條
に
#
き
て
論 

せ
ん
に
若
し
大
審
院
の
主
張
す
る
か
如
く
宛
款
變
见 

關
す
る
同
條
は
笼
款
に
對
し
て
補
充
的
親
足
な
b

定
款

. 
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_第

十

(

九&

四)

雜

•錄

財
^

の
變
M
は
定
款
，
：

HI

體
に
於
て
如
何
様
に
定
む
る
も
可
な 

り
ビ
す
れ
は
定
款
に
於
て
定
款
の
«
班
は
多
數
决
に
ょ 

6

へ
i

l

定
む
る
を
得
る
は
勿

論

！
 

ニ
少
數
社
員
に 

此
の
«
限
を
與
ふ
る
も
亦
可
な
^
v
@的
外
の
行
爲
を
爲 

す
に
付
き
て
も
亦
然
ぅ
然
ら
は
少
數
社
員
か
隨
意
に
0
 

.

已
の
負
擔
を
輕
減
し
て
他
の
祉
貴
の
負
擔
を
僧
加
し
或 

は
恣
に
他
の
照
員
の
;*
«
執
行
*:
を

奪

ふ

か

如

き

定

款
 

卜
の
，變

: M
を
#
し
又
は
社
員
の
過
半
數
或
は
一
一
ー
の
社
員
ー 

ハ
の意
思
^
ょ
り
て
其

0

腹
心
の
者
R
莫
大
な

る

贈
與
を
一 

爲
し
て
#:
社
に
损
失
を
加
ふ
る
か
如
き
こ
ビ
あ
る
も
如; 

何
f

す

へ

か

倉

る

S

ら
ん
斯
の
如
き
結
f

至

j  

る
も
祉
員
は
定
款
を
承
知
の
上
^
セ
人
社
し
た
る
も
の| 

な
れ
は
止
む
を
得
さ
る
所
*
り
ミ
は
大
審
院
の
論
調
な
一 

i
ビ
雖
も
吾
人
は
法
律
は
粜
し
て
斯
の
如
き
人
的
幽
體. 

の
精
荊

？
相
去
る
こ
ビ
遠
く
し
て
ー
部
祉
員
の
放
恣
撙

： 

粉
の
餘
地
を
與
ふ
る
合
資
食
社
を
認
む
‘る
の
必
要
あ
b
 

^

匕
問
'^
ん
ビ
欲
す
汉
雜
か
|
設
備
を
認
む
る
に
當
&

.、.

.
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ニ
：

て
は
可
及
的
其
弊
害
を
少
a
か
ら
し
む
る
に
力
め
以
て 

人
を
し
て
安
ん
し
て
之
れ
を
利
用
せ
し
め
ん
ビ
す
民
商 

11

法
を
姐
^

て
何
れ
の
法
律
設
備(^eehtsinstitut)

も 

皆
然
ら
さ
る
は
な
し
而
し
て
其
設
備
の
弊
寄
を
除
去
す 

る
か
.爲
め
に
«
決
し
て
個
人
の
自
由
意
思
を
拘
來
す
る 

を
忘
れ
さ
る
な
り
官
廳
は
牛
乳
«

«
の
m
由
を
制
限
せ 

す
と
雖
も
消
毒
せ
3
る
牛
乳
の
販
賣
を
許
さ
す
法
律
は 

會
社
設
立
の
南
由
定
款

0
自

_
?:
認
む
る
も
弊
®
の
生 

す
へ
き
ま
で
に
興
自
由
を

|
|

め
た
る
に
非
す
商
法
第

$

十

七

條

乃

霍

六

十

條

猛

の

驛

的

璧

と
共
に
入

的
商
事
會

ff
r
f
cに對
す
る
消
毒
劑
た
る
な

6

財
政
經
濟
評
論

浪

.
速

次

郎

i

、
牢
和
克
複
後
の
物
價

.

昨
年
十
月
に
最
高
點
：に
達
し
た
物
憤
は

.

興
後
本
雄

2

月
迄
漸
落
.の
傾
向
を
示
ん
て
ゐ
扠
が
、
四
月
ょ
&

S
び 

騰

貴

す

. ^
に
至
つ
た
0
明
治
三
士
ニ
年
十
月
の
物
價
を 

1

0

0

Sせ
る
日
本
銀
行
の
編
凝
に
係
る
物
價
指
數
は 

最
近
十
ニ
ケ
凡
に
對
ゎ
て
^
の
數
字
を
示
し
て
ゐ
る
o

,

:

^
ン

.

.
物

似

指

m .
: 

大

正

七

部

六

刀

ニ

四

九

。
〇

五 

同

：

：

七

ガ

ニ

3 £
六

®

1

七 

同

'

A ;
月

ニ

七

ニ

。
〇

四
へ 

同

，
九力ニ七九上ハ.

三

 

:

同十只ニ八五全〇

 
同

.■十

一

月

ニ

八

三

.
*
四

三
■
.

.月

： 

物

惯

招

数
 

大

正

七

年

十

二

月

：

二

八

ニ

。
六

一
 

大

正

八

印

ー

月

，

ー

ー

八

兰

*

ー
_
五
 

同
 

ニ

月

ニ

，
八

：
一

。
五

九
 

同

'■
:

ー1万
.
：

ニ

七

ニ

。
九

八

f五
月
.

二

七

三

。

一

八
 

二

八

三

。
六

八

.

右
表
に
示
す
.が
如
く
、
昨
年
十
月
の
ニ
八
五
に
對
し 

て
、
本
年
三
月
の
指
數
は
ニ
七
ニ
に
低
落
し
た
の
.で
あ 

を
が
、翌
四
月
に
は
稍
々
恢
復
し
、
1 1
に
五
月
に
は
二
八
 ヾ

三
に
上
騰
し
て
、
.戰
時
晴
價
の
.最
高
潮
期
た
b
し
昨
年 

十
月
め
指
數
：の
壘
を
鑛
せ
ん
ど
し
れ
。
，'物
©
が
休
戰
後 

斯
，の
如
ぐ
低
落
せ
る
は
我
國
特
有
現
象
で
は
無
く
ノ:  

世
界
一
般
的
の
趨
勢
で
於
るV

J

云
ひ
得
る
。
例
へ
ば
、
 

英
國
の
物
偾
も
、
千
九
瓦
一
年
ょ
り
五
年
迄
の
平
均
物 

,
谘
十
1
1
1
猞

(

九
四
玉)

雜

‘
錄

敗
政
經
濟
評
論

價
を
：
 
一
0
〇
s
せ
る
，『

エ
ゴ
ノ
ミ
ス
ト

1

0
の
物
價
潜

數
に
據
れ
ば
、
左
の
如
く
本
年
三
月
迄
漸
落
し
て
ゐ
る
。

月
 

物

似

指

数
 

乃
 

物

似

指

数
 

1

九

1

八
年
六
力
ニ
七
七

•
五

1

九

一

八

十

二

月

ニ

七

七

。
〇 

七
月
ニ
七
八

*
五

一

九

一

九

年

一

力

ニ

六

五

•
九 

同

:

丨

.八
月
二
八
四
•八

ノ

同

 

ニ

刀

ニ

六

三

*
八 

'

.

同九力ニ八三

*
丑

：

.

同

.

三
刃
ニ
五
九

•
以

. 

同

''
十只

1
1

八

1
1 

•

六
同

 

四
刀
ニ
ー
ハ
ニ

 

&

‘同
.

十
一
月
ニ
八
ニ
*
ハ

,
•
:日
本
銀
行
の
物
價
揩
數
が
昨
年
十
月
に
最
高
點
に
達 

し
た
る
に
反
し
、『

H

コ
ノ
ミ
ス
ト』

誌
の
指
數
が
同
年 

八
月
を
以
て
最
商
點
ビ
せ
る
の
相
異
は
ぁ
る
が
？
休
戰 

後
本
年
三
月
迄
漸
落
を
示
せ
る
の一

事
に
於
て
は
兩
潘 

は

1
.

致
し
で
.
ゐ
る
メ

斯
く
の
如
く
、
体
戰
後
に
於
て
物
價
が
低
落
し
た
の 

は
少
く
ビ

も
ブ
ー
個
の
原
西
に
基
け
る
も
の
で
ぁ
る
。

一
 

:

は
戰
爭
が
s '
れ
ば
物
價
ば
：當
然
低
落
す
る
に
相
8|
な
い 

ビ
思
惟
せ
る

®
業
家
及
び
ー
般
人
士
が
货
物
の
購
入
を 

竿
控
ベ
た
る
爲
め
に
誘
致
せ
ら
れ
た
る
貨
物
策
用
の
減
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